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少
年
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

修
正
案

新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
）

○

少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）

修

正

案

法

律

案

（
国
選
付
添
人
）

（
国
選
付
添
人
）

第
二
十
二
条
の
三

（
略
）

第
二
十
二
条
の
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

前
項
（
第
二
十
二
条
の
五
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
付
添
人
は
、
旅
費
、
日
当

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
付
添
人
は
、
旅
費
、

、
宿
泊
料
及
び
報
酬
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

日
当
、
宿
泊
料
及
び
報
酬
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
被
害
者
等
に
よ
る
少
年
審
判
の
傍
聴
）

（
被
害
者
等
に
よ
る
少
年
審
判
の
傍
聴
）

第
二
十
二
条
の
四

家
庭
裁
判
所
は
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め

第
二
十
二
条
の
四

家
庭
裁
判
所
は
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
少
年
に
係

る
と
こ
ろ
に
よ
り
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
少
年
に
係

る
事
件
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
罪
の
も
の
又
は
同
項
第
二
号
に

る
事
件
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
罪
の
も
の
又
は
同
項
第
二
号
に

掲
げ
る
少
年
（
十
二
歳
に
満
た
な
い
で
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
行

掲
げ
る
少
年
に
係
る
事
件
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
罪
に
係
る
刑

為
を
し
た
少
年
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
事

罰
法
令
に
触
れ
る
も
の
（
い
ず
れ
も
被
害
者
を
傷
害
し
た
場
合

件
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
罪
に
係
る
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
も
の

に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
に
よ
り
生
命
に
重
大
な
危
険
を
生
じ
さ
せ

（
い
ず
れ
も
被
害
者
を
傷
害
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
に

た
と
き
に
限
る
。
）
の
被
害
者
等
か
ら
、
審
判
期
日
に
お
け
る

よ
り
生
命
に
重
大
な
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
と
き
に
限
る
。
）
の

審
判
の
傍
聴
の
申
出
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
少
年
の
年
齢
及

被
害
者
等
か
ら
、
審
判
期
日
に
お
け
る
審
判
の
傍
聴
の
申
出
が

び
心
身
の
状
態
、
事
件
の
性
質
、
審
判
の
状
況
そ
の
他
の
事
情

あ
る
場
合
に
お
い
て
、
少
年
の
年
齢
及
び
心
身
の
状
態
、
事
件

を
考
慮
し
て
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
申
出
を
し
た
者
に

の
性
質
、
審
判
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
少
年
の

対
し
、
こ
れ
を
傍
聴
す
る
こ
と
を
許
す
こ
と
が
で
き
る
。

健
全
な
育
成
を
妨
げ
る
お
そ
れ
が
な
く
相
当
と
認
め
る
と
き
は

、
そ
の
申
出
を
し
た
者
に
対
し
、
こ
れ
を
傍
聴
す
る
こ
と
を
許

す
こ
と
が
で
き
る
。
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一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

家
庭
裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
三
条
第
一
項
第
二

（
新
設
）

号
に
掲
げ
る
少
年
に
係
る
事
件
の
被
害
者
等
に
審
判
の
傍
聴
を

許
す
か
否
か
を
判
断
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
同
号
に
掲
げ
る
少

年
が
、
一
般
に
、
精
神
的
に
特
に
未
成
熟
で
あ
る
こ
と
を
十
分

考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

家
庭
裁
判
所
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
審
判
の
傍
聴
を
許

２

家
庭
裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
審
判
の
傍
聴
を
許
す

す
場
合
に
お
い
て
、
傍
聴
す
る
者
の
年
齢
、
心
身
の
状
態
そ
の

場
合
に
お
い
て
、
傍
聴
す
る
者
の
年
齢
、
心
身
の
状
態
そ
の
他

他
の
事
情
を
考
慮
し
、
そ
の
者
が
著
し
く
不
安
又
は
緊
張
を
覚

の
事
情
を
考
慮
し
、
そ
の
者
が
著
し
く
不
安
又
は
緊
張
を
覚
え

え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
不
安
又
は
緊
張

る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
不
安
又
は
緊
張
を

を
緩
和
す
る
の
に
適
当
で
あ
り
、
か
つ
、
審
判
を
妨
げ
、
又
は

緩
和
す
る
の
に
適
当
で
あ
り
、
か
つ
、
審
判
を
妨
げ
、
又
は
こ

こ
れ
に
不
当
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
る
者
を

れ
に
不
当
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
る
者
を
、

、
傍
聴
す
る
者
に
付
き
添
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

傍
聴
す
る
者
に
付
き
添
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

裁
判
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
審
判
を
傍
聴
す
る
者
及

（
新
設
）

び
前
項
の
規
定
に
よ
り
こ
の
者
に
付
き
添
う
者
の
座
席
の
位
置

、
審
判
を
行
う
場
所
に
お
け
る
裁
判
所
職
員
の
配
置
等
を
定
め

る
に
当
た
つ
て
は
、
少
年
の
心
身
に
及
ぼ
す
影
響
に
配
慮
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
審

３

第
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
審

判
を
傍
聴
し
た
者
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
こ
の
者
に
付
き

判
を
傍
聴
し
た
者
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
こ
の
者
に
付
き
添

添
つ
た
者
に
つ
い
て
、
準
用
す
る
。

つ
た
者
に
つ
い
て
、
準
用
す
る
。

（
弁
護
士
で
あ
る
付
添
人
か
ら
の
意
見
の
聴
取
等
）

第
二
十
二
条
の
五

家
庭
裁
判
所
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

（
新
設
）

り
審
判
の
傍
聴
を
許
す
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
弁
護
士
で
あ
る

付
添
人
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

家
庭
裁
判
所
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
少
年
に
弁
護
士

で
あ
る
付
添
人
が
な
い
と
き
は
、
弁
護
士
で
あ
る
付
添
人
を
付
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さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

少
年
に
弁
護
士
で
あ
る
付
添
人
が
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
最

高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
少
年
及
び
保
護
者
が

こ
れ
を
必
要
と
し
な
い
旨
の
意
思
を
明
示
し
た
と
き
は
、
前
二

項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

４

第
二
十
二
条
の
三
第
三
項
の
規
定
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
家
庭
裁
判
所
が
付
す
べ
き
付
添
人
に
つ
い
て
、
準
用
す
る
。

（
被
害
者
等
に
対
す
る
説
明
）

第
二
十
二
条
の
六

家
庭
裁
判
所
は
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め

（
新
設
）

る
と
こ
ろ
に
よ
り
第
三
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ

る
少
年
に
係
る
事
件
の
被
害
者
等
か
ら
申
出
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
、
少
年
の
健
全
な
育
成
を
妨
げ
る
お
そ
れ
が
な
く
相
当
と

認
め
る
と
き
は
、
最
高
裁
判
所
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
そ
の
申
出
を
し
た
者
に
対
し
、
審
判
期
日
に
お
け
る
審
判
の

状
況
を
説
明
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
申
出
は
、
そ
の
申
出
に
係
る
事
件
を
終
局
さ
せ
る
決

定
が
確
定
し
た
後
三
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

３

第
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
説

明
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
準
用
す
る
。

（
費
用
の
徴
収
）

（
費
用
の
徴
収
）

第
三
十
一
条

家
庭
裁
判
所
は
、
少
年
又
は
こ
れ
を
扶
養
す
る
義

第
三
十
一
条

家
庭
裁
判
所
は
、
少
年
又
は
こ
れ
を
扶
養
す
る
義

務
の
あ
る
者
か
ら
証
人
、
鑑
定
人
、
通
訳
人
、
翻
訳
人
、
参
考

務
の
あ
る
者
か
ら
証
人
、
鑑
定
人
、
通
訳
人
、
翻
訳
人
、
参
考

人
、
第
二
十
二
条
の
三
第
三
項
（
第
二
十
二
条
の
五
第
四
項
に

人
、
第
二
十
二
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
付

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ

添
人
及
び
補
導
を
委
託
さ
れ
た
者
に
支
給
し
た
旅
費
、
日
当
、

た
付
添
人
及
び
補
導
を
委
託
さ
れ
た
者
に
支
給
し
た
旅
費
、
日

宿
泊
料
そ
の
他
の
費
用
並
び
に
少
年
鑑
別
所
及
び
少
年
院
に
お
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当
、
宿
泊
料
そ
の
他
の
費
用
並
び
に
少
年
鑑
別
所
及
び
少
年
院

い
て
生
じ
た
費
用
の
全
部
又
は
一
部
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き

に
お
い
て
生
じ
た
費
用
の
全
部
又
は
一
部
を
徴
収
す
る
こ
と
が

る
。

で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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○

少
年
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第

号
）

修

正

案

法

律

案

附

則

附

則

１
・
２

（
略
）

１
・
２

（
略
）

（
検
討
）

３

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お

（
新
設
）

い
て
、
被
害
者
等
に
よ
る
少
年
審
判
の
傍
聴
に
関
す
る
規
定
そ

の
他
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
の
施
行
の
状
況
に
つ
い

て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果

に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

４
・
５

（
略
）

３
・
４

（
略
）


